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徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
と
し

て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

開

設

者

指
定
年
月
日

ア
イ
調
剤
薬
局
川
内
店

徳
島
市
川
内
町
平
石
住
吉
三
二
〇

Ｄ
Ａ
Ｇ
Ｕ
株
式
会
社

令
和
三
年
六
月

―
一

一
日

大
守
歯
科
医
院

小
松
島
市
赤
石
町
四
―
九
五

大
守

貴
志

同

七
月

一
日

白
神
歯
科

徳
島
市
八
百
屋
町
三
丁
目
七

白
神

響

同

な
か
た
歯
科

同

佐
古
七
番
町
八
―
一

中
田

三
哉
子

同十
二
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
名
称
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

開

設

者

変
更
年
月
日

旧

新

八
多
病
院

虹
の
橋

葵
ホ

徳
島
市
八
多
町
小
倉
七

医
療
法
人
か
わ
せ
み

令
和
三
年
七
月

ス
ピ
タ
ル

六

一
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
所
在
地
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

所

在

地

名

称

開

設

者

変
更
年
月
日

旧

新

か
が
や
き
歯
科
ク
リ
ニ

徳
島
市
国
府
町
日
開

徳
島
市
国
府
町
日
開

太
田

純

令
和
三
年
五
月

ッ
ク

九
六
八
―
三

九
六
七
―
四

二
十
六
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

開

設

者

廃
止
年
月
日

ア
イ
調
剤
薬
局
川
内
店

徳
島
市
川
内
町
平
石
住
吉
三
二
〇

株
式
会
社
ボ
ン
・
ア

令
和
三
年
五
月

―
一

ー
ム

三
十
一
日

大
守
歯
科
医
院

小
松
島
市
赤
石
町
四
―
九
五

大
守

明
久

同

六
月

三
十
日

白
神
歯
科

徳
島
市
八
百
屋
町
三
丁
目
七

浦
川

清
秀

同



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機

関
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
に
係
る

指

定

に

係

る

事
業
の
種
類

廃
止
年
月
日

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

医
療
法
人
ゆ
う
あ
い
会

徳
島
市
佐
古
五
番
町
四
―
三

愛
日
病
院

徳
島
市
佐
古
五
番
町
四
―
三

介
護
療
養
型
医
療
施
設

令
和
三
年
六
月

短
期
入
所
療
養
介
護

三
十
日

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護



徳
島
県
告
示
第
五
百
六
十
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
三
に
掲
げ
る
家
畜
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
次
の
と
お
り
豚
熱
予
防
液
の
注
射
を
受
け
る
べ
き

こ
と
を
命
ず
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

実
施
の
目
的

豚
熱
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

所
轄
の
徳
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
指
定
す
る
豚
及
び
い
の
し
し

四

実
施
の
期
日

令
和
三
年
八
月
三
十
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
徳
島
県
家
畜

保
健
衛
生
所
の
長
が
指
定
す
る
日

五

注
射
の
方
法
等

１

豚
熱
予
防
液
を
皮
下
又
は
筋
肉
内
に
注
射
す
る
。

２

注
射
し
た
豚
及
び
い
の
し
し
に
は
標
識
を
付
す
る
。



公

告

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院
か
ら
依
頼
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
程
第

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し

た
の
で
、
同
規
程
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

理
事
長

森

裕

二

一

落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

徳
島
県
鳴
門
病
院
総
合
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
整
備
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

情
報
シ
ス
テ
ム
課

鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二
番

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
六
月
十
一
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

富
士
通

株
式
会
社

徳
島
支
社

J
a
p
a
n

徳
島
市
か
ち
ど
き
橋
二
丁
目
二
九
番
地
一

五

落
札
金
額

九
億
七
千
九
百
万
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
三
年
四
月
二
十
七
日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

会
計
責
任
者

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

の

氏

名

令

和

三

年

下

川

し

ょ
う

ご

後

援

会

下

川

将

吾

下

川

将

吾

阿
南
市
那
賀
川
町
三
栗
一
五
三－

二

七

月

十

五

日

鳴
門
市
撫
養
町
弁
財
天
字
三
ツ
井
丁

令

和

三

年

小

西

努

後

援

会

堀

田

順

二

小

西

純

子

三
五
番
地
の
一

七

月

二

十

七

日

鳴
門
市
撫
養
町
岡
崎
字
二
等
道
路
西

令

和

三

年

米

田

智

明

後

援

会

米

田

智

明

米

田

寿

夫

四
八－

二

七

月

二

十

八

日

阿
南
市
新
野
町
西
光
寺
二
一
三
番
地

令

和

三

年

金

久

博

後

援

会

金

久

博

金

久

健

治

一

八

月

二

日

板
野
郡
藍
住
町
勝
瑞
字
東
勝
地
三
一

令

和

三

年

三

輪

浩

美

後

援

会

三

輪

浩

美

林

美

保

二
番
地
五

八

月

二

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

一

政
党
の
支
部

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

自

由

民

主

党

徳

島

県

会
計
責
任
者
の

令

和

三

年

大

塚

明

廣

大

塚

明

廣

佐

伯

純

子

阿

波

市

第

二

支

部

氏
名

七

月

十

三

日

国
会
議
員
関
係

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外

立

憲

民

主

党

号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治

令

和

三

年

中

野

真

由

美

政
治
団
体
の
区
分

団
体

の
政
治
団
体

徳

島

県

第

２

区

総

支
部

八

月

二

日

（
公
職
の
種
類
）

衆
議
院
議
員

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

代
表
者
の
氏
名

福

田

智

幸

中

川

寿

香

会
計
責
任
者
の

令

和

三

年

日
本
第
一
党
徳
島
県
本
部

福

田

智

幸

岩

佐

法

晃

中

川

寿

香

氏
名

七

月

十

五

日

主
た
る
事
務
所
の

愛
媛
県
四
国
中
央
市
中
之
庄
町

名
西
郡
石
井
町
高
川
原
字
高
川

所
在
地

二
九
五－

二

原
二
四
三
三
番
地
二
〇



法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外

国
会
議
員
関
係

号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
か
つ
法
第
十
九
条
の
七
第

の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
区
分

一
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員

令

和

三

年

関
係
政
治
団
体

中

野

ま

ゆ

み

後

援

会

中

野

真

由

美

（
公
職
の
種
類
）

衆
議
院
議
員

八

月

二

日

公
職
の
候
補
者
の

氏
名
及
び
公
職
の

中

野

真

由

美
、
衆
議
院
議
員

種
類

令

和

三

年

岡

本

富

治

後

援

会

大

西

一

司

代
表
者
の
氏
名

大

西

一

司

中

西

文

夫

七

月

三

十

日

備
考

従
来
、
日
本
第
一
党
徳
島
県
本
部
は
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
出
が
さ
れ
て
い
た
が
、
愛
媛
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
出
す
べ
き
政
治
団
体
と
な
っ
た
も
の
で

あ
る
。



徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
八
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
採
用
候
補
者
名
簿
を

確
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

俊

明

採
用
候
補
者
名
簿
の
名
称

確

定

年

月

日

採

用

試

験

の

名

称

採

用

候

補

者

名

簿

に

記

載

及

び

施

行

年

月

日

さ
れ
て
い
る
採
用
候
補
者
数

警
察
官
Ａ
（
男
性
）
採
用
共
同
試
験

（
徳
島
県
志
望
者
）

○
第
一
次
試
験

令
和
三
年
七
月
十
一
日

四
十
八
名

○
第
二
次
試
験

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日
、

徳
島
県
警
察
官
採
用
候
補
者
名
簿

令
和
三
年
八
月
十
九
日

八
月
四
日
及
び
五
日

徳
島
県
警
察
官
Ａ
（
女
性
）
採
用
試
験

○
第
一
次
試
験

令
和
三
年
七
月
十
一
日

○
第
二
次
試
験

二
十
名

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

及
び
八
月
六
日



徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
九
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九
）
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
採
用
候
補
者
名
簿

は
、
令
和
三
年
八
月
一
九
日
を
も
っ
て
失
効
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

俊

明

採
用
候
補
者
名
簿
の
名
称

確

定

年

月

日

徳
島
県
警
察
官
採
用
候
補
者
名
簿

令
和
二
年
八
月
十
七
日
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